
 
厚生労働省訓第１１号  

（部内一般） 

 厚生労働省における外部の労働者からの公益通報に対する事務手続に関する訓令を次の

ように定める。 

  平成１８年３月３１日  

                         厚生労働大臣 川崎 二郎   

厚生労働省における外部の労働者等からの通報に対する事務手続に関する訓令 

目次 

第１章 総則（第１条－第４条） 

第２章 通報等の受付・受理等（第５条－第１３条） 

第３章 調査及び措置（第１４条－第１６条） 

第４章 雑則（第１７条－第２４条） 

附則 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この訓令は、公益通報者保護法（平成１６年法律第１２２号。以下「法」という。

）及び公益通報者保護法を踏まえた国の行政機関の通報対応に関するガイドライン（外

部の労働者等からの通報）（平成１７年７月１９日関係省庁申合せ。以下「ガイドライ

ン」という。）の施行に関し、外部の労働者等からの法に基づく公益通報及びその他の

法令違反等に関する通報を適切に取り扱うため、厚生労働省（外局を除く。以下同じ。

）において取り組むべき基本的事項を定めることにより、通報者の保護を図るとともに

、事業者の法令遵守を推進することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この訓令において「外部の労働者等」とは、次に掲げる者とする。ただし、厚生

労働省における内部の職員等からの法令違反行為に関する通報に対する事務手続に関す

る訓令（平成１８年厚生労働省訓第９号）第２条第１項に規定する内部の職員等を除く。 

一 法第２条第３項に定める通報対象事実若しくはその他の法令違反等の事実に関係す

る事業者に雇用されている労働者、当該事業者を派遣先とする派遣労働者又は当該事

業者の取引先の労働者 

二 前号に規定する事業者の役員、退職者若しくは退任者、当該事業者への労働者派遣

が終了した者又は当該事業者の取引先の役員、退職者若しくは退任者 



 
三 前二号に規定する者のほか、当該事業者の法令遵守を確保する上で必要と認められ

る者 

２ この訓令において「通報」とは、次に掲げる通報その他の事業者の法令遵守の確保及

び適切な法執行に資する通報をいう。 

 一 法第２条第１項に規定する通報であって、前項第１号に規定する者によってなされ

るもの（以下「公益通報」という。） 

 二 通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしている旨の通報であって、法第３条

第２号に掲げる場合（以下「真実相当性を有する場合」という。）に該当し、かつ、

前項第２号に規定する者によってなされるもの 

 三 通報対象事実以外の法令違反が生じ、又はまさに生じようとしている旨の通報であ

って、真実相当性を有する場合に該当し、かつ、前項各号に規定する者によってなさ

れるもの 

３ この訓令において「相談」とは、外部の労働者等が通報に先立ち厚生労働省から必要

な助言を受けることをいう。 

４ この訓令において「受付」とは、外部の労働者等からの通報及び相談を受けることを

いい、次項に規定する受理を除く。 

５ この訓令において「受理」とは、外部の労働者等からの通報を、法第３条第２号に定

める公益通報又はそれに準ずる通報として受け付けることをいう。 

６ この訓令において「組織」とは、本省内部部局並びに厚生労働省設置法（平成１１年

法律第９７号）の規定により本省に置かれる検疫所、地方厚生局及び都道府県労働局を

いう。 

７ この訓令において「主管課」とは、厚生労働省組織令（平成１２年政令第２５２号）

の規定により本省内部部局に置かれる課及び厚生労働省組織規則（平成１３年厚生労働

省令第１号）の規定により本省内部部局に置かれる室であって、法第２条第３項に定め

る通報対象事実又はその他の法令違反等の事実に係る事務を所掌するもののほか、別表

第１に定めるものをいう。 

８ 厚生労働省組織令第１３０条の３第２項及び第１３１条第２項に規定する参事官であ

って法第２条第３項に定める通報対象事実に係る事務を所掌するもの並びに厚生労働省

組織規則第４１条第７項に規定する首席職業指導官、同令第７３条の４第２項に規定す

る訓練企画官、同条第３項に規定する特別支援企画官、同条第７項に規定するキャリア

形成支援企画官、同条第８項に規定する企業内人材開発支援企画官及び同条第１２項に



 
規定する海外協力企画官のほか、別表第２に定めるものは、主管課とみなす。 

（通報への適切な対応の確保に関する事務） 

第３条 各組織に、総括通報事務管理者を置くこととし、それぞれ別表第３に掲げる者を

もって充てる。 

２ 総括通報事務管理者は、通報への対応に関する規程類の整備、教育研修の実施、調査

の進捗等の管理その他の通報への適切な対応の確保に関する事務を総括するものとする。 

３ 総括通報事務管理者は、前項に規定する事務を主任通報事務管理者に行わせることが

できるものとし、それぞれ別表第４に掲げる者をもって充てる。 

第４条 主管課の長は、通報に関する調査の進捗の管理、当該課の職員が教育研修に参加

する機会の確保その他の通報への適切な対応を確保するものとする。 

２ 主管課の長は、当該課の職員の中から、通報事務担当者を指名する。 

３ 通報事務担当者は、主管課の長を補佐し、当該課における通報に関する事務を担当す

る。 

  第２章 通報等の受付・受理等 

（受付の範囲） 

第５条 厚生労働省は、外部の労働者等からの通報及び相談を受け付けるものとする。た

だし、当該通報対象事実又はその他の法令違反の事実について地方公共団体及び外局並

びにその他の行政機関（以下「他の行政機関」という。）が処分又は勧告等をする権限

を有するときは、この限りでない。 

２ 前項ただし書の場合には、厚生労働省は、遅滞なく、権限を有する他の行政機関を教

示するものとする。 

３ 厚生労働省は、通報があったときは、法及びガイドラインの趣旨を踏まえ、誠実かつ

公正に通報に対応し、正当な理由なく、通報の受付又は受理を拒んではならない。 

（通報相談窓口の設置） 

第６条 別表第５の左欄に掲げる組織ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる課又は室に、

外部の労働者等からの通報及び相談を受け付ける窓口（以下「通報相談窓口」という。

）を置く。 

２ 前項の規定は、主管課が通報相談窓口を経由しないでなされた通報者及び相談者（以

下「通報者等」という。）からの通報及び相談を受け付けることを妨げるものではない。 

（通報相談窓口の事務） 

第７条 通報相談窓口は、通報を受け付けたときは、通報に関する秘密保持及び個人情報



 
の保護に留意しつつ、通報者の氏名及び連絡先（匿名による通報の場合を除く。）並び

に通報の内容となる事実等を把握するとともに、次に掲げる事項を通報者に対して説明

するものとする。ただし、通報者が説明を望まない場合、匿名による通報であるため通

報者への説明が困難である場合その他やむを得ない理由がある場合は、この限りでない。 

一 通報に関する秘密は保持されること。 

二 個人情報は保護されること。 

三 通報受付後の手続の流れ 

四 法に基づく公益通報の要件を満たさない場合は、通報を受理したとしても、法によ

る保護の対象とはならないこと。 

２ 通報相談窓口は、書面、電子メールその他通報者が通報の到着を確認できない方法に

よって通報がなされたときは、速やかに通報者に対して当該通報を受領した旨を通知す

るよう努めるものとする。ただし、通報者が通知を望まない場合、匿名による通報であ

るため通報者への通知が困難である場合その他やむを得ない理由がある場合は、この限

りでない。 

第８条 通報相談窓口は、通報又は相談の内容により、次の各号のいずれかの措置を講ず

るものとする。 

  一 適切な主管課に通報又は相談を取り次ぐこと。 

  二 他の行政機関の所管する法律に係る通報又は相談である場合その他の主管課が権限

を有しない場合において、当該権限を有する他の行政機関を遅滞なく教示することそ

の他の適切な措置を講ずること。ただし、通報者が教示を望まない場合、匿名による

通報であるため通報者への教示が困難である場合その他やむを得ない理由がある場合

を除く。 

２ 前項第２号の場合において、通報者からの通報又は相談に、個人の死亡やこれに準ず

る事案又は重大な不正事案等法益侵害の程度や社会的な影響度等に照らして重大な内容

が含まれているときは、別に定めるところにより、当該他の行政機関に当該内容につい

て情報提供するものとする。 

第９条 通報相談窓口は、当該窓口が置かれる組織の通報対応に関して通報者等から意見

又は苦情の申出を受けたときは、迅速かつ適切に対応するよう努めるものとする。 

（主管課の事務） 

第１０条 主管課は、通報者等から通報又は相談の内容となる事実の詳細その他の必要な

情報を聴取するものとする。 



 
２ 通報相談窓口を経由しないで主管課が受け付けた通報については、主管課において第

７条及び第８条に規定する事務を行うものとする。 

第１１条 主管課は、通報者から通報を受け付けた後は、法及びガイドラインの趣旨並び

に所管法令及び所掌事務を踏まえて当該通報に対応する必要性について十分に検討し、

これを法に基づく公益通報又はそれに準じて取り扱うべきもの（以下「公益通報等」と

いう。）として受理したときは受理した旨を、受理しないとき（情報提供として受け付

けることを含む。）は受理しない旨及びその理由を、通報者に対し、遅滞なく通知しな

ければならない。ただし、通報者が通知を望まない場合、匿名による通報であるため通

報者への通知が困難である場合その他やむを得ない理由がある場合は、この限りでない。 

２ 前項の場合において、通報への対応の必要性について検討するに当たっては、真実相

当性が、通報内容を裏付ける内部資料や関係者による供述等の存在のみならず、通報者

本人による供述内容の具体性や迫真性等によっても認められ得ることを十分に踏まえ、

柔軟かつ適切に対応するものとする。通報が真実相当性を有する場合に該当しているか

が直ちに明らかでない場合において、個人の生命、身体、財産その他の利益に重大な影

響を及ぼす可能性があると認められるときも、また、同様とする。 

３  主管課は、通報者からの通報を公益通報等として受理したときは、必要な調査を行う

ものとし、通報の受理から処理の終了までに必要と見込まれる標準的な期間を、通報者

に対し、遅滞なく通知するよう努めるものとする。ただし、通報者が通知を望まない場

合、匿名による通報であるため通報者への通知が困難である場合その他やむを得ない理

由がある場合は、この限りでない。 

４ 前項本文に規定する期間は３箇月以内とする。ただし、当該公益通報等の処理を３箇

月以内に終えることが困難であると見込まれるときは、当該処理を行うために必要と見

込まれる期間とするものとする。 

第１２条 通報を公益通報等として受理した主管課は、通報対象事実等整理票（様式第１

号）に所要の事項を記録しなければならない。  

第１３条 通報を公益通報等として受理した後において、主管課ではなく他の行政機関が

処分又は勧告等をする権限を有することが明らかになったときは、当該主管課は、当該

権限を有する当該他の行政機関を、通報者に対し、遅滞なく教示しなければならない。

ただし、通報者が教示を望まない場合、匿名による通報であるため通報者への教示が困

難である場合その他やむを得ない理由がある場合は、この限りでない。 

２ 前項本文の場合において、当該教示を行う主管課は、適切な法執行の確保及び利害関



 
係人の営業秘密、信用、名誉、プライバシー等の保護に支障がない範囲において、自ら

作成した当該通報に係る資料を通報者に提供するものとする。 

３ 第１項本文の場合において、当該公益通報等に、個人の死亡やこれに準ずる事案又は

重大な不正事案等法益侵害の程度や社会的な影響度等に照らして重大な内容が含まれて

いるときは、主管課は、別に定めるところにより、当該他の行政機関に当該内容につい

て情報提供するものとする。 

第３章 調査及び措置 

（調査の実施） 

第１４条 通報を公益通報等として受理した主管課は、当該通報に関する秘密を保持する

とともに、個人情報を保護するため、通報者が被通報者又はその関係者に特定されない

よう十分に留意しつつ、速やかに必要かつ相当と認められる方法で調査を行う。 

２ 主管課は、適切な法執行の確保及び利害関係人の営業秘密、信用、名誉、プライバシ

ー等の保護に支障がある場合を除き、調査の進捗状況を通報者に対し、適宜通知すると

ともに、調査結果を可及的速やかに取りまとめ、遅滞なく通知しなければならない。た

だし、通報者が通知を望まない場合、匿名による通報であるため通報者への通知が困難

である場合その他やむを得ない理由がある場合は、この限りでない。 

（調査結果に基づく措置） 

第１５条 主管課は、調査の結果、通報対象事実又はその他の法令違反等の事実があると

認めるときは、速やかに法令に基づく措置その他の適当な措置を採るものとする。 

２ 主管課は、前項の措置の内容を、適切な法執行の確保及び利害関係人の営業秘密、信

用、名誉、プライバシー等の保護に支障がない範囲において、通報者に対し、遅滞なく

通知しなければならない。 

（協力義務等） 

第１６条 厚生労働省は、通報対象事実又はその他の法令違反の事実に関し、他の行政機

関が処分又は勧告等をする権限を有する場合においては、当該他の行政機関と連携して

調査を行い、措置を採る等、相互に緊密に連絡し協力する。 

２ 厚生労働省は、他の行政機関その他の機関から、通報に関する調査等の協力を求めら

れたときは、正当な理由がある場合を除き、必要な協力を行うものとする。 

３ 厚生労働省は、所管法令に違反する事実について処分又は勧告等をする権限を他の行

政機関に委任等をしている場合において、当該所管法令違反の事実に関する通報がなさ

れたときは、通報に関する秘密保持及び個人情報の保護に留意しつつ、当該他の行政機



 
関と通報及び通報への対応状況に関する情報を共有し、通報対応への助言を行うなど、

適切な法執行を確保するために必要な協力、支援等（委任庁が受任庁に対して指揮監督

権限を有する場合においては、当該権限の適切な行使も含む。）を行うものとする。 

第４章 雑則 

（匿名による通報） 

第１７条 厚生労働省は、通報に関する秘密保持及び個人情報保護の徹底を図るとともに

、通報対応の実効性を確保するため、匿名による通報についても、実名による通報と同

様の取扱いを行うよう努めるものとする。 

（通報及び相談の関連文書の管理） 

第１８条 通報及び相談への対応に係る記録及び関係資料については、厚生労働省保有個

人情報管理規程（平成１７年厚生労働省訓第３号）及び厚生労働省行政文書管理規則（

平成２３年厚生労働省訓第２０号）に基づき適切な方法で管理しなければならない。 

（秘密保持及び個人情報保護の徹底） 

第１９条 通報又は相談への対応に関与した職員（通報又は相談への対応に付随する職務

等を通じて、通報又は相談に関する秘密を知り得た者を含む。）は、通報又は相談に関

する秘密を漏らしてはならない。 

２ 通報又は相談への対応に関与した職員は、知り得た個人情報の内容をみだりに他人に

知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。 

３ 通報又は相談の対応に関与する職員は、秘密保持及び個人情報保護の徹底を図るため

、通報又は相談対応の各段階において、以下に掲げる事項を遵守するものとする。 

一 情報を共有する範囲及び共有する情報の範囲を必要最小限に限定すること。 

二 通報者等の特定につながり得る情報（通報者等の氏名、所属等の個人情報のほか、

調査が通報を端緒としたものであること、通報者等しか知り得ない情報等を含む。以

下同じ。）については、調査等の対象となる事業者に対して開示しないこと。ただし

、通報対応を適切に行う上で真に必要な最小限の情報を、次号に規定する同意を取得

して開示する場合を除く。 

三 通報者等の特定につながり得る情報を、情報共有が許される範囲外に開示する場合

には、通報者等の書面、電子メール等による明示の同意を取得すること。 

四 前号に規定する同意を取得する場合には、開示する目的及び情報の範囲並びに当該

情報を開示することによって生じ得る不利益について、明確に説明すること。 

五 通報者等本人からの情報流出によって通報者等が特定されることを防ぐため、通報



 
者等に対して、情報管理の重要性について十分に理解させること。 

（利益相反関係の排除） 

第２０条 厚生労働省の職員は、自らが関係する通報への対応に関与してはならない。 

２ 主管課は、通報対応の各段階において、通報への対応に関与する者が当該通報に利益

相反関係を有していないかどうかを確認するものとする。 

（通報者の保護） 

第２１条 厚生労働省は、第１９条第１項及び第２項の規定に正当な理由なく違反した職

員に対しては、懲戒処分その他の適切な措置を採るものとする。 

２ 厚生労働省は、通報対応終了後においても、通報者からの相談等に適切に対応すると

ともに、通報者が、通報したことを理由として、事業者から解雇その他の不利益な取扱

いを受けていることが明らかになった場合には、消費者庁の公益通報者保護制度相談ダ

イヤル等を紹介するなど、通報者保護に係る必要なフォローアップを行うよう努めるも

のとする。 

（通報への適切な対応の推進に関する事務） 

第２２条 総括審議官は、厚生労働省における通報への適切な対応を推進するため、通報

への対応に関する規程類を整備するほか、法及びガイドライン並びにこの訓令の内容等

について、職員に対する定期的な研修等を通じて十分に周知するものとする。 

（事業者の法令遵守の確保） 

第２３条 厚生労働省は、所管する事業に係る事業者及び労働者等に対する広報の実施、

説明会の開催その他の適切な方法により、法及び公益通報者保護法を踏まえた内部通報

制度の整備・運用に関する民間事業者向けガイドライン（平成２８年１２月９日消費者

庁。以下「民間事業者向けガイドライン」という。）の内容並びに厚生労働省における

通報窓口、通報対応の仕組み等について、周知するよう努めるものとする。 

２ 厚生労働省は、契約の相手方又は補助金等の交付先（以下「相手方事業者」という。

）における法令遵守及び不正防止を図るために必要と認められる場合には、相手方事業

者に対して、民間事業者向けガイドラインに基づく取組の実施を求めることなどに努め

るものとする。 

（厚生労働省における通報対応の評価及び改善） 

第２４条 厚生労働省は、通報対応の仕組みの運用状況についての透明性を高めるととも

に、客観的な評価を行うことを可能とするため、通報に関する秘密保持及び個人情報の

保護並びに適切な法執行の確保及び利害関係人の営業秘密、信用、名誉、プライバシー



 
等の保護に支障がない範囲において、通報対応の仕組みの運用状況に関する情報を、定

期的に公表するものとする。 

２ 厚生労働省は、通報対応の仕組みの運用状況について、職員及び中立的な第三者の意

見等を踏まえて定期的に評価及び点検を行うとともに、他の行政機関による先進的な取組

事例等も参考にした上で、通報対応の仕組みを継続的に改善するよう努めるものとする。 

  附 則 

 この訓令は、平成１８年４月１日から施行する。 

附 則（平成１９年厚生労働省訓第１号） 

 この訓令は、平成１９年２月１９日から施行する。 

附 則（平成２０年厚生労働省訓第２２号） 

 この訓令は、平成２０年１２月１日から施行する。 

附 則（平成２１年厚生労働省訓第４７号） 

 この訓令は、平成２２年１月１日から施行する。 

   附 則（平成２２年厚生労働省訓第４８号） 

 この訓令は、平成２３年１月１日から施行する。 

   附 則（平成２３年厚生労働省訓第２２号） 

 この訓令は、平成２３年４月１日から施行する。 

   附 則（平成２６年厚生労働省訓第１３号） 

 この訓令は、平成２６年７月１１日から施行する。 

   附 則（平成２８年厚生労働省訓第６４号） 

 この訓令は、平成２８年６月２１日から施行する。 

      附 則（平成２９年厚生労働省訓第２２号） 

 この訓令は、平成２９年６月１日から施行する。 

      附 則（平成２９年厚生労働省訓第４７号） 

 この訓令は、平成２９年７月１１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 



 
別表第１（第２条第７項関係） 

組 織 主 管 課 

検疫所 厚生労働省組織規則の規定により検疫所及び支所に置かれる課並びに

同令に規定する出張所であって、通報対象事実又はその他の法令違反

等の事実に係る事務を所掌するもの 

地方厚生（支）局 次に掲げる課又は室であって、通報対象事実又はその他の法令違反等

の事実に係る事務を所掌するもの 

一 厚生労働省組織規則の規定により地方厚生局及び地方厚生支局並

びに健康福祉部、麻薬取締部及び地方麻薬取締支所に置かれる課 

二 厚生労働省組織規則第７３５条の２及び第７５１条の２の規定に

より地方厚生局及び地方厚生支局に置かれる分室（業務を行うに際

して、都道府県名を冠した事務所及び都道府県名を冠した年金審査

分室を公の名称として用いるものに限る。） 

三 厚生労働省組織規則の規定により地方厚生局麻薬取締部に置かれ

る横浜分室、神戸分室及び小倉分室 

四 厚生労働省組織規則の規定により九州厚生局に置かれる沖縄分室 

都道府県労働局 次に掲げる課又は室であって、通報対象事実又はその他の法令違反等

の事実に係る事務を所掌するもの 

一 厚生労働省組織規則の規定により都道府県労働局に置かれる雇用

環境・均等室並びに課及び室 

二 労働基準監督署の内部組織基準を定める訓令（平成１３年厚生労

働省訓第７７号）に基づく各労働基準監督署処務細則により置かれ

る課 

三 公共職業安定所及び公共職業安定所の出張所の内部組織基準を定

める訓令（平成１３年厚生労働省訓第７８号）に基づく各公共職業

安定所処務細則により置かれる課 

 

 

 

 

 



 
別表第２（第２条第８項関係） 

組 織 主管課とみなすもの 

検疫所 厚生労働省組織規則第１２４条に規定する統括食品監視官 

地方厚生（支）局 一 厚生労働省組織規則第７０６条及び第７３９条の２に規定する

総務管理官、同令第７０６条の２及び第７３９条の３に規定する

指導総括管理官並びに同令第７０６条の３に規定する特別指導管

理官 

二 厚生労働省組織規則第７２８条第２項及び第７５３条第２項の

規定により置かれるもの 

三 社会保険審査官及び社会保険審査会法施行規則（昭和２８年厚

生省令第４３号）第１条に規定する総括社会保険審査官 

都道府県労働局 一 各労働基準監督署処務細則の規定により各方面に置かれる方面

主任監督官 

二 各公共職業安定所処務細則の規定により部門に置かれる統括職

業指導官 

 

別表第３（第３条第１項関係） 

組 織 総括通報事務管理者 

本省内部部局 総括審議官 

検疫所 次長 

地方厚生（支）局 （支）局長 

都道府県労働局 雇用環境・均等部長又は雇用環境・均等室長 

 

別表第４（第３条第３項関係） 

組 織 主任通報事務管理者 

本省内部部局 大臣官房総務課長 

検疫所 総務課長 

地方厚生（支）局 企画調整課長 

都道府県労働局 雇用環境・均等部企画課長又は雇用環境改善・均等推進監理官 

 

 



 
別表第５（第６条第１項関係） 

組 織 課又は室 

本省内部部局 大臣官房総務課行政相談室 

検疫所 総務課 

地方厚生（支）局 企画調整課 

都道府県労働局 雇用環境・均等部企画課又は雇用環境・均等室 

 



様式第１号（第１２条関係） 通報対象事実等整理票

（表）

平成 年 月 日 　 時 分 ～ 時 分

　・電話　・　メール　・　ＦＡＸ　・　文書　・　来訪　・　他（　　　　　　　　　　　　）

（氏名） （電話）

（住所） （携帯）

（E-mail） （ＦＡＸ）

【通報内容】

○不正の内容：（いつ）

○不正の内容：（どこで）

○不正の内容：（どのような）

○対象となる法令違反等

○不正事実は（生じている　・　生じようとしている　・　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　）

○証拠書類等（　有　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　・　無　）

○厚生労働省が処分や勧告等を行う権限を有しているか　（　有　・　無　）

○通報の理由

有 ： 無　（情報提供） ※通報を受理する場合は、裏面へ

平成　　　年　　　月　　　日（　　　） ・口頭（電話）　・メール　・ＦＡＸ　・文書　・その他（　　　　　）

※　行政相談室に報告する際は、「通報者の情報」は空白とすること。

留意事項
（通報者の希望）

通知日

通報者の情報
※

整理番号

受付担当者

（被通報者との関係）　・正社員・パート　・アルバイト　・派遣労働者　・取引先の労働者　・その他（　　　　　　　）

通報日時

通報の方法

通報受理の有無



様式第１号（第１２条関係） 通報対象事実等整理票

（裏）

【地方支分部局等が権限を有する場合】　　通報者への教示　　有　：　無　　　　平成　　年　　月　　日（　　）

【処理期間】　　・標準処理期間（３カ月）　・　　　　　　　カ月

【処理期間の通知】 平成　　年　　月　　日（　　）　　・口頭（電話）　・メール　・ＦＡＸ　・文書　・その他（　　　　　）

【調査の経過】

【調査の結果】

【改善措置】　　　　　　要　　　：　　　不要

【結果の通知】　平成　　年　　月　　日（　　）　　・口頭（電話）　・　メール　・　文書　・　ＦＡＸ　・　その他（　　　　　　）

【措置の内容】

【措置の通知】　平成　　年　　月　　日（　　）　　・口頭（電話）　・　メール　・　文書　・　ＦＡＸ　・　その他（　　　　　　）

[調査進捗状況通知日：　平成　　　年　　　月　　　日（　　）　　・口頭（電話）　・メール　・ＦＡＸ　・文書　・その他（　　　　　）]

完結

公益通報処理状況


